
インボイス制度とは、2023年（令和5年）10月1日から導入される新し
い制度です。登録申請は2023年3月31日までに行う必要がございます。
インボイス制度は不動産賃貸経営にも影響があります。
特にインボイス制度の影響を考える必要があるのは、事務所や店舗を
賃貸しているオーナー様です。
事業用の駐車場を貸しているオーナー様も影響を受ける可能性があり
ますので、対策を検討する必要がございます。
インボイス制度は、一言で言うなら消費税に関する制度の変更です。
「私は年間の売り上げが1,000万円未満の免税事業者だから関係ない
のでは？」と思ってしまう方もいると思いますが、消費税の免税業者
のオーナー様こそ、インボイス制度の対策を考える必要があります。

賃貸オーナーの皆様、お世話になっております。千代田建設の杉山です。
今年の冬は大寒波で関東周辺の公共交通機関や物流にも大きな影響が出ているよ
うですが、オーナー様、ご家族の皆様もお元気でお過ごしでしょうか？
2月6日にはトルコ・シリアで起きた大規模地震で、死者2万人を超えるとの報道
がありました。子供のころから東海地震が来ると言われている静岡に住んでいる
私達からすると他人ごとではない光景を目にし、とても心が痛みました。今後募
金活動なども始まると思いますが、積極的に協力したいと思います。

本号2月の「ちよだ通信」は今年10月1日から始まるインボイス制度のお話です。
ご参考にしていただければ幸甚です。
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お住まいについてのご相談、笑顔で承ります！



▼HPもご覧ください▼

https://chiyoda-kst.com/
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では、免税事業者のオーナー様はインボイス制度にどのように対応したらよいの
か？
まず、アパートや、マンションなどの居住用の賃貸のみを取り扱うオーナー様はイ
ンボイス制度による影響はございませんのでご安心ください。
次に事務所や店舗の家賃収入があるけれども、テナント（借主）が免税業者の場合
も特に問題ございません。賃貸事務所や賃貸店舗などで、消費税の課税対象となる
売り上げがあって、テナントが課税事業者の場合にはインボイス対策が必要です。
対策としては、「あえて課税業者になる」「賃料の減額を検討する」という２つの
方向性があります。気になる方は千代田建設までご連絡ください。
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